
　　　　　　　　　政府の９条解釈について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    平成２０年１１月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪　田　雅　裕

１．政府解釈の骨格

　ア　憲法９条は文理上、一切の戦争・武力行使を禁止

　　　・９条１項を不戦条約と同様に侵略戦争のみを禁じた規定と解するのは、同

条２項の存在を無視するもの

　イ　自衛隊及び自衛のための実力行使の合憲性

　　　・自衛権の存在(最高裁砂川事件判決、憲法１３条等）
　　　・自衛のための必要最小限度の実力組織　→　自衛力の定量的・定性的限界、

核武装の能否

２．自衛権発動の３要件

　①　我が国に対する急迫不正の侵害があること(武力攻撃が発生したこと、但し被
害の発生を必要とするものではない。）

　②　これを排除するために他の適当な手段がないこと

　③　必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

　　　　　　　　↓

　　　　　　　自衛隊の行動の地理的範囲（原則として外国の領域に及ばない。）

３．集団的自衛権

　ア　定義

・「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃され

ていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利」、換言

すれば他国防衛権

イ　沿革

・１９世紀から慣習法上認められていた（個別的）自衛権と異なり、国連

憲章の成文化協議の過程で初めて登場した新しい概念

　ウ　個別的自衛権との違い

・国民の生命や財産に対する侵害がないこと（「専守防衛」を超えた武力行

使を是とする憲法上の根拠を見出し難い。）

　エ　「保有するが行使できない」は矛盾か。

　　　　・国際法と憲法その他の国内法の抵触が問題になるのは、国際法上の義務

の履行についてのみ（この場合でも憲法が国際法に優位。このため、人

種差別撤廃条約４条（ａ）（ｂ）のように、憲法との関係で履行が困難な

義務については留保）

　　　　・集団的自衛権のような国際法上の権利を憲法等の国内法、すなわち国民

の意思で制限することには何の問題もなく、たとえばオーストリア憲法

は外国との軍事同盟の締結を禁止
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４．国連活動と憲法９条

　ア　集団的安全保障の枠組み(国連憲章第７章）
・国連憲章が予定した「国連軍」は未実現。ゆえに国連軍への参加(兵力の
提供）の是非についての具体的判断は留保

　イ　国連決議に基づく多国籍軍への参加

・過去の安保理決議は加盟国に対する軍事行動の義務付けではなく、各国

の武力行使の容認（Authorize）に止まる。決議に基づき派兵するかどう
かは、各国が任意に決定。

　　　　・いたがって、多国籍軍の一員としての武力行使も参加各国の主権の行使

　ウ　ＰＫＯ活動への参加

・武力行使に至ることがないように参加５原則を法定

５．武力行使との一体化論(周辺事態安全確保法、イラク特措法等の仕組み）

　　○　わが国自身が武力行使をせずとも、他国の武力行使と一体化した活動を行

った場合には、わが国による武力行使という法的評価。

○　武力行使との一体化の考え方は、９条の制約下で何ができるかをぎりぎり

追及した結果

○　自衛隊の活動を後方地域、非戦闘地域に限定することにより他国の軍隊の

武力行使と一体化しないことを制度的に担保

６．その他

　　○　武器使用権限、警護任務の付与等

７．憲法解釈の変更の可否

　
ア　９条の規範性との関係

・ 憲法９８条（国際法の遵守）がある以上、集団的自衛権の行使も可と解す

ると、９条は格別の規範性を有しない規定となる。

・ この場合、わが国憲法の「平和主義」は、侵略戦争等、違法な武力行使を
しないというに止まり、諸外国の平和主義と変わらないことになる。

　イ　法に対する信頼の問題

・ 法規範は時代、政権を超えて存立。恣意的な解釈変更は法治国家の否定で
あり、国民の法に対する信頼を損なう。

・ ゆえに社会の変化に合わせて法令を改正。憲法も改正手続きが整備された。
・ 海外派兵の是非につき、改めて国民の意思を問うことが不可欠

　ウ　議会制民主主義の意義

・ 解釈変更は９条をめぐる過去の国会における政府答弁の全否定。このよう
なことが許されるとすれば、国会での質疑が無意味に。

　




































